
日 薬 業 発 第 124 号 

                          令 和 元 年 ７ 月 ８ 日 

 

都道府県薬剤師会 会長 殿 

 

                      日 本 薬 剤 師 会 

                        会 長  山 本  信 夫 

 

「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」の 

「議論の取りまとめ」の送付及びこれを踏まえた取組の推進について 

 

 標記について、厚生労働省子ども家庭局母子保健課長より別添のとおり通知があ

りましたのでお知らせいたします。 

 本通知は、妊産婦に対する健康管理の推進や、妊産婦が安心できる医療体制の充

実などの課題について検討を行うため、平成31年２月より厚生労働省に設置された

「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」による議論の取りまと

め及び母子保健に係る要旨に関するものです。 

 具体的には、妊産婦の診療においては特別な配慮が必要なことから、妊産婦に対

し、健康管理のために母子健康手帳を携帯し、薬局や歯科医院も含めた医療機関等

へ提示を行うことや、妊娠中や授乳中であることを示すことを促す取組等が示され

ています（別添１）。 

 議論の取りまとめには、妊産婦と薬剤に係る今後の取組についても記載があり、

より適正な薬物療法のためには、妊産婦が使用する薬の一元的・継続的な把握が必

要であるため、かかりつけの薬局・薬剤師を活用が重要であると示されているほか、

妊産婦に対し、医薬品に関する適切な情報提供、例えば、分かりやすく記載された

文書を用いて説明する等を推進する必要があるとされています（別添２）。 

つきましては、貴会会員へご周知下さいますようよろしくお願い申し上げます。 

 

＜別添＞ 

１. 「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」の「議論の取り

まとめ」の送付及びこれを踏まえた取組の推進について（令和元年６月27日

付け子母発0627第２号、厚生労働省子ども家庭局母子保健課長） 

 

２. 議論の取りまとめ（令和元年６月10日、妊産婦に対する保健・医療体制の在

り方に関する検討会） 



 

 

子母発 0627 第２号 

令和元年６月 27 日 

 

公益社団法人 日本薬剤師会会長 殿   

 

                            厚生労働省子ども家庭局母子保健課長 

 （ 公 印 省 略 ） 

 

「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」の 

「議論の取りまとめ」の送付及びこれを踏まえた取組の推進について 

 

 母子保健行政の推進につきましては、かねてより格段の御配慮を賜り深く感

謝申し上げます。 

 別添のとおり、各都道府県・保健所設置市・特別区母子保健主管部（局）長

宛に通知しましたので、貴会におかれましても、関係者に対し周知していただ

きますよう御配慮をお願い申し上げます。 

atsumi-suzuki
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子母発 0627 第１号 

令和元年６月 27 日 

 

  都 道 府 県 

  保健所設置市 

  特 別 区     

   

                            厚生労働省子ども家庭局母子保健課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」の 

「議論の取りまとめ」の送付及びこれを踏まえた取組の推進について 

 

 母子保健行政の推進につきましては、かねてより格段の御配意を賜り、深く感

謝申し上げる。 

妊産婦に対する健康管理の推進や、妊産婦が安心できる医療提供体制の充実

などの課題について検討を行うため、平成 31年２月より「妊産婦に対する保健・

医療体制の在り方に関する検討会」を開催し、今般、今後の妊産婦に対する保健・

医療体制の在り方について、取りまとめたので送付する。 

 「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会」の「議論の取りま

とめ」の母子保健に係る要旨は下記のとおりであるので、貴職におかれては、ご

了知の上、関係部局、貴管内市町村及び関係団体等に対して広く周知し、関係機

関の一層の連携により母子保健行政の推進等に関し、本取りまとめを踏まえ、こ

れまでの取組についての徹底や、より積極的な取組をしていただくようお願い

する。 

 

記 

 

１. 妊産婦に対する相談・支援について 

（１）妊娠前・妊娠中の相談・支援及び健康管理について 

○ すべての妊産婦・乳幼児等を対象として関係機関が連携し切れ目のない

支援を提供する子育て世代包括支援センターは、妊産婦等に広く知って活

用してもらうため、あらゆる機会を通じて、周知・広報を行っていく必要

各  母子保健主管部（局）長 殿 

IACLH
テキスト ボックス
別添



 

 

がある。具体的には、妊婦が妊娠中から出産後や子育てのイメージを持つ

ことができ、妊娠・出産に対する意識を高めることができるようなパンフ

レットの作成や、一元的な連絡先を記載した媒体の活用などを通して、妊

産婦が子育て支援センターを身近に感じられるような支援の充実をお願

いする。 

○ 妊娠前を含め、妊娠・出産にあたっての適切な栄養・食生活に関する正

しい知識の普及について、「働く女性のためのヘルスケアブック」（平成 30

年度子ども子育て支援推進調査研究事業）などの活用をお願いする。 

 

（２）産後の相談・支援について 

○ 母親と子どもに対して心身のケアや育児のサポート等を行い、安心した

子育てができるよう支援するため、産後ケア事業について更なる取組の充

実をお願いする。 

○ 産後の悩みの上位にあげられる授乳に関しては、本年３月に作成した

「授乳・離乳の支援ガイド」を活用いただきながら、自治体における相談

支援の充実をお願いする。 

○ 妊産婦のメンタルヘルス支援については、日本産婦人科医会作成の「妊

産婦メンタルヘルスケアマニュアル」（平成 28年度子ども子育て支援推進

調査研究事業）を用いて、多機関の連携を図るとともに、相談支援者の育

成をお願いする。 

 

（３）支援を必要とする女性の相談・支援について 

  ○ 若年の妊婦や特定妊婦と疑われる方については、それらの妊産婦の把

握や、支援の輪の形成が重要である。予期せぬ妊娠や社会的に支援を要す

る妊産婦等の相談対応を行う女性健康支援センターにおいては、適宜、支

援対象者の居住地の市町村や民間団体等関係機関と連携し、支援が必要

な方への適切なフォローをお願いする。また、本年度予算から、SNSを活

用した女性健康支援センターの周知・広報や、特定妊婦と疑わしい者に対

する産科同行支援への補助を実施しているので、活用をお願いする。 

 

 

２. 妊産婦に対する医療提供の在り方について（妊産婦の口腔健康管理） 

○ 妊娠中は、むし歯や歯周病が進行しやすく、早産や低体重児出生と関連



 

 

するとの報告もある。そのため、両親学級等を通じて、口腔の健康の推進

を図ることの重要性やむし歯・歯周病の治療に関する歯科医師への早めの

相談について、妊婦にむけた周知・啓発をお願いする。 

 

 

３. 妊産婦に対する連携体制の構築について 

（１）妊産婦に関する行政機関と関係機関の連携について 

○ すべての妊産婦・乳幼児等を対象として切れ目のない支援を提供する子

育て世代包括支援センターについては、令和２年度末までの全国展開を目

指している。一方で、平成 30年４月１日時点の設置市町村数は 761、設置

箇所数は 1,436であり、都道府県別の子育て世代包括支援センター実施率

については別紙の通りである。都道府県においては、子育て世代包括支援

センターの設置促進に向けて、保健所を通じて市町村職員対象の研修会を

開催するなどの様々な市町村支援を行っているところもあり、その対応に

は現状偏りがある。今後は、①都道府県から市区町村への設置支援、②複

数の市区町村による運営に向けた調整支援などをお願いする。 

○ 特定妊婦に限らず、健康上のリスクを抱えている妊産婦や、不安を抱え

ている妊産婦が里帰り出産や転居などで移動をする場合に、顔の見える関

係を作った切れ目のない支援につながるよう、継続的な支援体制の充実や、

妊産婦の許可が得られた場合には、自治体間での情報共有の仕組みの充実

をお願いする。また、転居先への市町村へ情報提供し、継続した支援を依

頼することや、乳幼児健康診査未受診、予防接種を受けていない家庭等へ

の対応については万全を期すようお願いする。 

○ 平成 30 年度に精神疾患を合併した妊産婦（ハイリスク妊産婦）に対し

て、産婦人科、精神科及び自治体の多職種が連携して患者の外来診療を行

う場合の評価が新設されており、自治体の更なる積極的な参画をお願いす

る。 

○ 医学的にリスクの高い妊娠であって、かつ社会的に支援が必要な妊産婦

について、包括的な産前・産後も含めた継続的な支援を充実させるため、

産婦人科、産婦人科以外の診療科等の医療機関と、子育て世代包括支援セ

ンターを含む自治体等との連携の推進をお願いする。 

 

 



 

 

（２）母子健康手帳の活用について 

○ 妊産婦に対する利便性を向上させるため、必要に応じ、母子健康手帳に、

利用者がかかりつけ医療機関を記載することや、医療機関の受診状況を本

人同意の上で、プライバシーに十分配慮しつつ医療機関が記載する活用方

法があることなどを周知・推進するなどの対応をお願いする。 

○ 妊産婦の診療においては、特別な配慮が必要なことから、妊産婦に対し、 

 ・健康管理のために母子健康手帳を携帯し、薬局や歯科医院も含めた医療

機関等へ提示を行うことや、 

 ・妊娠中や授乳中であることを示すこと 

などを促し、併せて、これらは妊婦本人の健康のために有用である旨をご

理解いただくよう、母子健康手帳交付時に関わる保健師、助産師、産婦人

科医等から、声かけをお願いする。 

 

 

 

＜参考＞ 

妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会 議論の取りまとめ 

ＵＲＬ: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05127.html  

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05127.html


     （母子保健課調べ） 
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議論の取りまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会 

 

令和元年６月 10 日 
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１ はじめに 

 ○ これまで、妊産婦が安心して子どもを産み育てられる社会となるよう、妊

婦健診に対する交付税措置や産婦健診の費用の助成など、様々な支援策が

講じられてきた。また、妊産婦に対する医療の提供についても、周産期医療

体制の整備やハイリスク妊産婦に対する診療の充実などが図られてきた。 

 

○ 近年の母と子の健康をめぐる様々な環境が、少子化、核家族化、女性の社

会進出の増加等大きく変化している。こうした変化を踏まえ、妊産婦の保健・

医療に関する分野においても健康寿命の延伸等に向けて、地域の特性に応じ

た対策を進めつつ、地域間における健康格差を解消していくことが必要であ

る。 

 

○ また、出産年齢は上昇傾向にあり、一般に、高齢出産の場合には、特に健

康管理に留意が必要とされるなど、妊産婦のニーズに応じた細やかな支援が、

より重要となっている。妊産婦自身の負担にも配慮しつつ、妊産婦が安心で

きる医療体制をさらに充実していくことが求められている。 

 

 ○ そのような中、平成 30 年度診療報酬改定において、妊産婦の診療につい

ては、通常よりも慎重な対応や胎児や乳児への配慮が必要であり、妊婦に対

する通常よりも丁寧な診療を評価する観点から、「妊婦加算」を新設した。

しかしながら、加算の趣旨に反するような事例や妊婦の自己負担の増加に

対する指摘があり、平成 30 年秋以降、ＳＮＳや新聞、ニュース等で頻繁に

取り上げられるようになり、同年 12 月、妊婦加算については、当面算定を

見合わせることとなった。 

 

○ こうしたことから、妊産婦に対する健康管理の推進や、妊産婦が安心でき

る医療体制の充実などの課題について検討を行うため、本検討会が設置され

た。 

 

○ このような経過及び最近の妊産婦を取り巻く状況を踏まえ、また、今後の

更なる少子化社会の進展を見据え、我が国における今後の妊産婦に対する保

健・医療体制の在り方について、取りまとめることとした。  
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２ 妊産婦に対する相談・支援の在り方 

（１）妊娠前・妊娠中の相談・支援及び健康管理について 

① 現状と課題 

○ 妊娠前の相談・支援については、思春期から更年期に至る女性を対象と

して、各ライフステージに応じた身体的・精神的な悩みに関する相談指導

等を目的とした、女性健康支援センター事業を実施。1 

○ 妊娠期及び授乳期は、母子の健康の確保のために適切な食習慣に努める

ことが重要な時期であり、妊娠中の健康管理で困ったことや不安に思っ

たことの１つとして、栄養・食事に関することを挙げる者が一定数いるこ

とから、正しい情報に基づいた食生活の改善を支援することが必要であ

る。2
 

○ 妊娠の可能性がある女性における葉酸摂取と神経管閉鎖障害のリスク

低減の関連が明らかとなっており、将来の妊娠・出産に向けて、葉酸の摂

取に対する知識が重要であるが、妊娠前の健康管理で気をつけていたこ

ととして、「葉酸を積極的に摂るようにする」と答えた方が一定数いるも

のの、国内における神経管閉鎖障害の発症率は過去 20 年にわたり変化し

ていない。 

 

② 主な意見 

○ 妊娠・出産に関して不安を感じる妊産婦がきちんと相談できるような仕

組みが必要ではないか。3 

〇 ワンストップな相談・支援が可能となるよう、一元的な連絡先を妊産婦

に周知するとよいのではないか。 

○ 妊娠・出産・子育ては、男性の参画が重要である。 

○ 中小企業の中には妊婦を十分にケアしていないところもある。事業者と

して労働者を守る、特に妊婦に対しては配慮することが重要で、その支援

を社会全体で取り組むべきではないか。 

 

③ 今後の取組 

○ 平成 27 年度から 10 か年計画で開始された国民運動である「健やか親子

21（第２次）」においては、「妊娠届出時にアンケートを実施する等して、

                                                   
1  平成 30 年７月１日時点で全国 73 カ所。 
2  妊娠期及び授乳期における望ましい食生活の実現に向け、「妊産婦の食生活指針」を策定した。

また、平成 30 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業において、普及啓発に向けたリーフレ

ットを作成した。 
3  「健やか親子 21（第２次）」においては、「妊娠届出時にアンケートを実施する等して、妊婦

の身体的・精神的・社会的状況について把握している市区町村の割合」についての指標等を設け

ている。また、横浜市においては、妊娠中から出産後や子育てのイメージを持つことができるよ

うなツールを活用しており、横浜市・下関市では母子健康手帳交付時の全数面接を実施している。 
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妊婦の身体的・精神的・社会的状況について把握している市区町村の割合」

についての指標等を設けており、引き続き、各自治体においても、専門職

による面接の実施を更に進めるなど、保健対策の支援に向けた取組を進め

ていく必要がある。 

○ 子育て世代包括支援センターなどの取組を妊産婦等に広く知ってもら

うため、あらゆる機会を通じて、周知・広報を行っていく必要がある。 

○ 自治体において、妊娠中から出産後や子育てのイメージを持つことがで

き、妊婦が妊娠・出産に対する意識を高めることができるよう、パンフレ

ットの作成や一元的な連絡先（例えば、子育て世代包括支援センター）の

記載など、妊娠中の支援の充実を図っていく必要がある。 

○ 妊娠前を含めた妊婦への適切な栄養指導に資するよう最新の知見も取

り入れた食生活指針の改定を行う必要がある。 

○ 妊娠前からの女性の健康管理に資する取組の充実を図っていく必要が

ある。 

 

（２）産後の相談・支援について 

① 現状と課題 

○ 産後の身体の変化に加え、産後に感じた不安や負担について、産後２週

未満では自分の体のトラブル、体の疲れ、十分な睡眠がとれないといった

ことが多く、産後２週から８週では、自分の体のトラブル等に加えて、家

事が思うようにできない、自分の時間がないといったことが多くなる傾

向があるなど、不安や負担の具体的な内容は時期によって異なっている。 

○ 出産後の健康管理で困ったこと等については、「授乳に関すること」が

最も多かった。4 

○ 不安や負担への支援事業として、傾聴等による不安の軽減や孤立感の解

消等を行う「産前・産後サポート事業」を実施。5  

○ 退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行う「産後ケ

ア事業」を実施。6 

○ 平成 29 年度に、母体の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状態の把

握等を行う「産婦健康診査事業」を創設し、産後２週間、産後１か月など

産後間もない時期の産婦に対する健康診査の費用の助成を開始。7  

○ 産婦健康診査の平均受診回数は、出産後１～２週の期間で 0.8 回、３～

５週で 1.0 回、６週以降で 0.5 回であった。 

○ 日本産婦人科医会では、医療者向けの「母と子のメンタルヘルスケア研

                                                   
4 平成 31 年３月に「授乳・離乳支援ガイド」を改定した。 
5 平成 30 年度は 403 市町村で実施。 
6 平成 30 年度は 667 市町村で実施している。また、「宿泊型」「デイサービス型」「アウトリー

チ型」がある。 
7 平成 30 年度は 364 市町村で実施。 
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修会」を実施。8 

 

② 主な意見 

○ 産後は、生まれたばかりの子どもを抱えて大変な中、自身の健康管理が

困難になりがちであり、母親と子どもを同時にサポートしていくことが

必要ではないか。 

○ 長期的な女性としての生涯の健康を考える上で、産後ケアの充実が重要

ではないか。 

○ 出産後の不安解消に、産後ケア事業が有効と考えられることから、この

取組を広く展開していってはどうか。 

〇 産後間もない時期に、子どもを連れて外出することは困難な場合がある

ことから、状況にあわせた支援は有効である。 

 

③ 今後の取組 

○ 自治体における相談・支援の充実に向けて、本年３月に改定した「授乳・

離乳支援ガイド」について、研修会の開催等による普及・啓発を通じて保

健・医療者への更なる周知を図っていく必要がある。 

○ 母親と子どもに対して心身のケアや育児のサポート等を行い、安心した

子育てができるよう支援するため、産後ケア事業の周知及び全国的に展開

するための方策を検討する必要がある。 

○ 妊産婦のメンタルヘルスケアについては、日本産婦人科医会が平成 28

年度子ども・子育て支援推進調査研究事業で作成した「妊産婦メンタルヘ

ルスケアマニュアル」を用いた研修会等の場を活用し、研修の在り方を研

究しつつ、医師や助産師等の支援者の育成に更に努めていく必要がある。 

 

（３）支援を必要とする女性の相談・支援について 

① 現状と課題 

○ 若年妊娠や特定妊婦等は、増加傾向にあることを示すデータがある。9 

○ 女性健康支援センター事業における相談には、思春期から更年期に至る

女性を対象とし、各ライフステージに応じた身体的・精神的な悩みや、妊

娠・避妊に関する相談も含まれる。実際の相談内容としては、女性の心身

に関する相談、メンタルヘルスケアが多い。 

 

② 主な意見 

○ 支援が必要でありながら、自ら保健・医療サービスにつながろうとしな

                                                   
8 平成 29 年から、計９回（入門編４回、基礎編２回、応用編３回）の開催。 
9 特定妊婦とは、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められ

る妊婦のこと。 
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い、そもそもつながることができない、仮につながったとしても支援をう

まく受けられない、受けとめられない妊産婦への支援が重要ではないか。10 

○ 社会的な支援を要する妊婦に対しては、行政と関係機関との更なる連携

が必要ではないか。 

 

③ 今後の取組 

○ 若年の妊婦や特定妊婦と疑われる者については、それらの妊産婦をどの

ように把握し、支援の輪を形成していくのかが重要であり、その契機とな

る予期せぬ妊娠等の相談対応の充実等の取組が必要である。 

○ それらの取組を進めるにあたっては、予期せぬ妊娠や社会的に支援を要

する妊産婦等からの相談対応を行う女性健康支援センターと、NPO などの

関係機関との連携が重要であり、連携について検討を行う必要がある。 

 

 

３ 妊産婦に対する医療提供の在り方について 

（１）妊産婦の診療・治療等について 

① 現状と課題 

（妊産婦の特性と診療における配慮について） 

○ 出産年齢が上昇すると、周産期死亡率や妊産婦死亡率は上昇する。近年

は、出産年齢が上昇傾向にあることに伴い、糖尿病や甲状腺疾患等の妊娠

と直接関係しない偶発合併症が増加傾向にある。 

○ 妊産婦の診療・治療においては、妊娠中に特に重症化しやすい疾患があ

ること、生理学的変化により検査結果が非妊娠時と異なることや診療時の

体勢に制限があること、また、薬剤や放射線検査の胎児への影響を妊娠週

数に応じて考慮する必要がある等から、非妊娠時とは異なる特別な配慮が

必要である。 

○ 妊産婦の治療方法を決定する際は、胎児への影響に配慮し、妊産婦本人

だけでなく、家族も含めて時間をかけて説明し、意思決定の支援を実施し

ている。 

 

（産婦人科医・産婦人科医療機関の現状について） 

○ 産婦人科は、他の診療科に比べて、医師数の増加率が低い。 

○ 産婦人科医は、他の診療科に比べ、病院勤務医で、労働時間が長くな

る傾向がある。 

○ 分娩取扱施設は、年々減少しており、地域によっては産婦人科の医療機

                                                   
10 出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦につい

ては、特定妊婦として支援を実施している。 
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関までのアクセスが不便な事例が指摘されている。 

 

（産婦人科以外の診療科への受診の状況について） 

○ 47.3％の妊婦が、妊娠中に妊婦健診以外の目的で医療機関を受診してい

た。この場合、13.6％が産婦人科を受診し、38.4％の妊婦が産婦人科以外

の診療科を受診していた。受診回数は、産婦人科、産婦人科以外の診療科

共に平均３回であった。 

○ 妊娠中の産婦人科への受診理由は、妊娠に直接関わる症状、感染症状、

胃腸症状の順に多かった。妊娠中の産婦人科以外の診療科への受診理由は、

感染症状、口腔症状、持病の順に多く、その場合の診療科では内科、歯科・

歯科口腔外科、耳鼻咽喉科の順に多かった。 

○ 風邪やインフルエンザ、花粉症等のいわゆるコモンディジーズにおいて、

他の診療科から産婦人科に対し、診療情報提供書が書かれることが少ない。

実際に、産婦人科以外の診療科を受診した妊産婦のうち、58％が産婦人科

の主治医に対する情報提供等はなかったと回答した。 

 

② 主な意見 

（妊産婦の特性と診療における配慮について） 

○ 偶発合併症を持つリスクの高い妊婦が増えていることから、妊産婦の診

療において、産婦人科と産婦人科以外の診療科との連携の拡充が必要であ

る。 

○ 妊婦健診時以外においても、妊産婦自身から母子健康手帳を提示しても

らった上で、診療などを進める必要があるのではないか。 

○ 妊産婦の診療については、通常より慎重な対応や、胎児や乳児への配慮

が必要であり、妊婦加算の意義は理解できる。しかしながら、妊婦加算の

趣旨を十分理解していない医療機関があったり、患者の納得が得られなか

ったりしたことから、今回のように凍結に至ったことは残念である。 

 

（産婦人科医・産婦人科医療機関の現状について） 

○ 周産期医療体制の構築・維持のためには、産婦人科医の負担軽減が必要

であり、直接出産に関係しない妊産婦の診療について地域ごとにどのよう

な連携体制をとるかをあらかじめ決めておくのも有効ではないか。11 

○ 医療資源の乏しい地域や分娩取扱施設へのアクセスに困難がある地域

において、妊産婦へのケアが取りこぼされないよう、産婦人科以外の医療

機関と連携体制を構築する必要があるのではないか。その際、連携先医療

機関を明示するといった方策も有効ではないか。 

○ 産婦人科医の負担軽減を図りつつ、ハイリスク妊産婦への対応を充実さ

                                                   
11 各都道府県に、周産期医療体制の整備に関する協議を行うための周産期医療協議会を設置。 
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せていくためには、助産師と役割を分担していくとともに、院内助産・助

産師外来の活用を推進していくべきではないか。 

 

（産婦人科以外の診療科への受診の状況について） 

○ 妊産婦の医療機関へのアクセスが十分でない可能性を考慮すると、産

婦人科以外の診療科においても、妊産婦の花粉症等のコモンディジ―ズ

への対応ができるよう、妊産婦の診療への配慮や理解を深めていく必要

があるのではないか。 

○ 産婦人科における妊産婦の健康管理に当たっては、他の診療科との情

報共有は必須である。歯科も含めた診療科間の情報共有として、より簡

便なものが必要ではないか。例えば、妊産婦が常に持ち歩けるデバイス

である、スマートフォン・母子健康手帳・お薬手帳等の利用も考えられ

るのではないか。 12 

 

③ 今後の取組 

（妊産婦の特性と診療における配慮について） 

○ 妊産婦の診療においては特別な配慮が必要なことから、妊産婦自身の健

康管理のため常に母子健康手帳を携帯し、薬局や歯科医院も含めた医療機

関等で母子健康手帳の提示を行う等、妊産婦自身が医療機関等において、

妊娠中や授乳中であることを示すように求める必要がある。 

 

（産婦人科医・産婦人科医療機関の現状について） 

○ 分娩取扱施設の配置状況や産婦人科医の偏在の状況が地域によって異

なるため、地域の実情に応じた産婦人科以外の診療科との連携体制の在り

方については、各都道府県の周産期医療協議会等において検討を行う必要

がある。 

 

（産婦人科以外の診療科への受診の状況について） 

○ 産婦人科以外の診療科と産婦人科との連携を進める取組として、妊産婦

が産婦人科以外の診療科を受診した際、産婦人科の主治医と連携をとる仕

組みについて、より簡便でかつ妊産婦自身の納得が得られるようなものを、

関係学会・団体の協力を得ながら検討する。 

○ 妊産婦の診療に積極的な産婦人科以外の医療機関を妊産婦に情報提供

し、あらかじめ周知する等の方策についても検討する必要がある。 

○ 地域によって妊産婦の診療に対応できる医療機関数にばらつきがある

現状を踏まえ、妊娠中から産後のコモンプロブレムに対応可能なかかりつ

け医を持つことを妊産婦に勧める必要がある。その際、例えば、 

                                                   
12 99.9%の妊産婦が、携帯用の通信機器を保有している。 

atsumi-suzuki
テキストボックス
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－ 妊娠に配慮した診療・薬の内容について文書を用いて説明している 

－ 妊婦の診療に関する研修等を受けている 

－ 母子健康手帳を確認している 

－ 産婦人科の主治医と連携している 

といった医療機関を、妊産婦の診療に積極的な医療機関として、自治体が

設置する子育て世代包括支援センター等や分娩取扱施設を通じて、妊産婦

に周知する。 

○ 妊産婦に対し診療内容をわかりやすく伝え、妊産婦の不安の解消に役立

てるため、妊娠中の診療・薬の留意点等に関し説明する際の文書の例示等

を、関係学会・団体の協力を得ながら作成する必要がある。 

 

（２）妊産婦への診療の質の向上について 

① 現状と課題 

○ 妊産婦の診療には様々な配慮が必要となるにもかかわらず、研修の機

会が少なく自信を持って診療ができない、妊産婦に対する薬の考え方が

変わってきており正確な情報を伝えるのに自信がない等の理由から、妊

産婦の診療に積極的でない医師や医療機関が一定数存在する。 

○ 妊娠中に産婦人科以外の診療科に受診しようとした際、他の医療機関

の受診を勧められたり、妊婦の診療はできないと言われたりした等の意

見があった。13 

○ 他の診療科を受診した際、産婦人科にも受診するよう薦められてお

り、その理由として、「処方する薬が安全か確認するために産婦人科を

受診するよう」にと指示されていたものも一定数あった。14 

○ 産婦人科以外で診療を受ける際に、妊婦が求める気配りで大切なもの

として、「妊娠に配慮した診察・薬の内容について説明文書を手渡して

説明を行うこと」、「妊婦の診察に関して経験が十分にある医師が診察

にあたること」、「母子健康手帳を確認すること」があげられた。 

○ 日本医師会では様々な医師向けの生涯研修を提供しており、今後妊産

婦の診療に関する研修も考えていく予定としている。15 

 

② 主な意見 

○ 疾患の専門性や妊産婦のアクセスなどの利便性を考慮しつつ、妊産婦が

安心して医療機関を受診できるよう、産婦人科以外の診療科の医師であっ

                                                   
13 約 15%の妊産婦が、産婦人科以外の診療科にかかろうとしたとき、他の医療機関への受診を

勧められたことがあった。 
14 約 18%の妊産婦が、産婦人科以外の診療科を受診した際に、産婦人科も受診するよう勧めら

れたことがあり、約 11%の妊産婦は処方する薬が安全か確認するために産婦人科を受診するよ

うに勧められた。 
15 日本医師会雑誌において、「妊娠と薬の使い方」というテーマで特集を実施した。 
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ても妊産婦の診療ができるよう研修する仕組みの構築が必要ではないか。 

○ 医師に対し、妊産婦のコモンディジーズを診るための教育や研修が必要

ではないか。 

○ 普段よりもリスクに対して慎重になっている妊産婦に配慮した説明が

できるよう、医療者側のコミュニケーションに関するトレーニングが重要

ではないか。 

○ 研修にあたっては、eラーニングや動画等を活用するなどして、研修を

受けやすい体制とすることも重要ではないか。 

○ 産婦人科以外の診療科が妊産婦の診療をできるよう、産婦人科医による

サポート体制の構築や診療科間の連携体制の構築が重要ではないか。 

○ 妊産婦の診療に積極的でない医師や医療機関もあることから、妊産婦の

診療を行う医師や妊産婦の診療に積極的な医療機関を評価してはどうか。 

 

③ 今後の取組 

○ 関係学会・団体等は、妊産婦が安心して医療機関を受診できるように、

産婦人科以外の医師も妊産婦の診療が積極的にできるよう医師会や関係

団体が行う研修等の既存の取組を有効に使いながら、研修する体制を構築

する必要がある。 

○ これらの研修において、妊産婦の花粉症等のコモンディジーズの診療を

行う際の妊産婦への配慮や、薬の処方内容に関する薬剤師等との連携等に

ついても学べる機会が持てるよう検討を行う必要がある。 

○ 産婦人科以外の診療科においても、積極的に妊産婦の診療ができるよう、

例えば、産婦人科医による相談体制を構築する等、妊産婦の診療を地域で

支える体制の構築を行う必要がある。 

 

（３）妊産婦の口腔健康管理について 

① 現状と課題 

○ 妊婦健康診査については、公費負担回数として全ての市区町村で 14 回

以上実施しており、妊婦健診の内容等を定めた「妊婦健康診査についての

望ましい基準」を告示しているが、歯科の項目については記載がない。 

○ 妊産婦に対する歯科健診については、妊娠届出を行った妊婦のうち、保

健センター等において集団健診を受診した者は約 7.5％、クーポン券等を

配布されて歯科診療所等において個別健診を受診した者は約 23.6％にと

どまっている。（地域保健・健康増進事業報告より） 

○ 母子健康手帳には、歯・口腔の健康に関する記載があり、口腔の健康の

保持・増進を促している。 

○ 妊娠中は、口腔清掃の困難さ、嗜好の変化、ホルモンバランスの変化等

によって、むし歯や歯周病が進行しやすい時期である。 

atsumi-suzuki
テキストボックス
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○ 歯周病は、早産や低体重児出生と関連するとの報告がある。 

○ 妊娠中や産後にかかった診療科について、産婦人科以外の診療科で内科

に次いで２番目に歯科が多かった。 

 

② 主な意見 

○ 行政における妊産婦に対する歯科健診の実施が少なく、進んでいない。16 

○ 歯科治療の受診の頻度は比較的高いが、口腔の健康管理を推進する観点

から、妊婦への歯科健診の充実が重要ではないか。 

○ 妊婦に対する安心・安全な歯科治療を提供するために、妊婦の全身の状

態等を把握する必要があるにもかかわらず、妊婦本人から母子健康手帳の

確認等を拒否されることもある。 

  産婦人科医や助産師から妊婦に対して、歯科医療機関受診時にも、母子

健康手帳を提示するようにといった、声かけ等があると効果的ではないか。 

○ 日本歯科医師会では、妊娠４か月頃を目途に、歯科健診を受けることや、

必要な歯科治療を受けることを勧めている。なお、妊娠期間中に、１回は

歯科健診を行う制度が必要ではないか。 

 

③ 今後の取組 

○ 両親学級等を通じて、口腔の健康の推進を図ることの重要性やむし歯・

歯周病の治療に関する歯科医師への早めの相談について、妊婦に向けて啓

発することが必要である。 

○ 安心・安全な歯科医療が提供できるよう、歯科と産婦人科の情報共有を

推進する必要がある。 

 

（４）妊産婦と薬剤について 

① 現状と課題 

○ 薬局において妊娠中や産後であることへの気配りとして特に大切と考

えるものとして、妊娠中や授乳中であることを確認すること、妊娠や授乳

に気を配って薬の説明をすることがあげられた。 

○ 妊産婦が医師から説明を受けて処方され、薬剤師等からも説明を受けて

いても、自己判断で内服を中止することがある。 

○ 「妊娠と薬情報センター」の拠点病院が 2017 年度全都道府県にできた。

しかし、相談件数は、2009 年以降 1200 件/年前後で横ばいである。 

○ 全都道府県に拠点病院ができたものの、「妊娠と薬情報センター」にお

いて相談の受付から回答作成までの作業を行っているため、相談対応に、

人手と時間を要し、適時の回答が困難である。  

○ 妊産婦に対する薬剤処方については、添付文書の記載内容と、学術的に

                                                   
16 妊婦健診受診者に対し、集団での妊産婦歯科健診受診者割合は約６%。 

atsumi-suzuki
テキストボックス
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許容されている内容にギャップがある 。17 

 

② 主な意見 

○ 医師が科学的エビデンスに基づいて処方できるよう、「妊娠と薬情報セ

ンター」の活用や研修、処方前からの薬剤師との連携等が重要ではないか。 

○ 臨床現場に即した情報に対して、全ての医師がアクセスしやすい体制の

整備も必要ではないか。 

○ 妊娠中の服薬等について、妊産婦本人に対する教育や情報提供も重要で

はないか。 

 

③ 今後の取組 

○ 妊産婦が安心して薬を使用できるように、例えば、妊産婦が母子健康手

帳を提示する等して、医療者が妊娠中や産後であることを確認することを

推進する必要がある。 

○ 医療者から妊産婦に対し、医薬品に関する適切な情報提供、例えば、分

かりやすく記載された文書を用いて説明する等を推進する必要がある。ま

た、より適正な薬物療法のためには、妊産婦が使用する薬の一元的・継続

的な把握が必要であるため、かかりつけの薬局・薬剤師を活用することも

重要である。 

○ 「妊娠と薬情報センター」について妊産婦及び医師が使いやすいように

周知を行う必要がある。 

○ 「妊娠と薬情報センター」では、これまでに集積した科学的検証に基づ

く情報等を添付文書に反映する取組を行っているが、より多くの医薬品の

添付文書改訂につなげるため、医薬品を使用した妊産婦のレジストリ構築

等、医薬品の使用実態や予後等のエビデンスの蓄積を加速する取組が必要

である。 

○ オンラインによる相談の受付、薬剤の安全性情報を拠点病院と共有する

等、「妊娠と薬情報センター」について、妊産婦及び医師がアクセスしや

すく、かつ迅速に相談結果を受け取れるようにするための体制整備を推進

する必要がある。 

 

 

４ 妊産婦に対する連携体制の構築について 

（１）妊産婦に関する行政機関と関係機関の連携について 

① 現状と課題 

                                                   
17 「妊娠と薬情報センター」では、これまでに集積したデータ等を添付文書に反映する取組を

実施している。 

atsumi-suzuki
テキストボックス
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○ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供できることを目

的とし、保健師等を配置して、妊産婦等からの相談に応じ、健診等の母子

保健サービスと地域子育て支援拠点等の子育て支援サービスを一体的に

提供できるよう「子育て世代包括支援センター」を令和２年度末までの全

国展開を目指している。18 

○ 「子育て世代包括支援センター」を設置した市町村においては、母子保

健と子育て支援の連携が不十分等の指摘もある。 

○ 20～40 代女性の自殺のうち、妊娠関連（妊娠中及び分娩後１年以内の場

合）の割合は約４％。平均的な妊産婦死亡率（10 万人あたり約４人）より

も、自殺で亡くなっている妊産婦の方が、より頻度が高いとの指摘もある。 

○ 周産期のうつ病の特徴として、気づかれにくい軽症例が多く、精神科医

からの助言を踏まえ行政機関と産婦人科医療機関の多職種連携による適

切な支援によって、重症化を予防できる。 

○ 平成 30 年度診療報酬改定で新設された「ハイリスク妊産婦連携指導料」

を活用しながら、産婦人科と精神科、行政機関との連携を促進する取組が

始まっている自治体もあり、支援計画がより具体的な立案に繋がっている。 19 

 

② 主な意見 

○ 妊娠期から子育て期までつながるような支援のため、医療機関側に加え

て行政側も、体制を手厚く保てるような保健師等の人員の配置・確保や体

制づくりが重要ではないか。 

○ 妊産婦が安心できる保健・医療体制の構築を進めるためには、生活・医

療に正確な知識を持ち、妊娠初期から育児期まで伴走できる人材や体制が

必要ではないか。 

○ 妊産婦の方に、いつ、どのタイミングで、誰が、どのような情報を提供

するかということが重要な課題ではないか。 

○ 母親・父親が、制度や利用できる施設等について知らない部分があり、

不安に繋がっていると考えられるため、簡単に知識が身について、納得で

きるような取組が必要ではないか。 

○ 妊産婦への支援制度は妊娠の届出がスタートとなるが、他の自治体から

転入してくる場合については、顔の見える関係を作ることに難しさがある。

複数の自治体を移動するような妊産婦にどう対応するかということが重

要ではないか。 

○ 伴走型の寄り添う支援が必要ではないか。産婦人科・小児科だけではな

く、他の診療科、特に精神科との連携拡充が重要ではないか。 

○ 合併症を持つ医学的にリスクの高い妊娠と、社会的ハイリスクの両方に

                                                   
18 平成 30 年４月１日時点で 761 市区町村（1,436 か所）。 
19 対象者は、自己負担及び情報共有の同意がある妊産婦。 
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該当するケースについては、特に診療科間だけではなく、子育て世代包括

支援センター等の自治体も含めた連携を行い、包括的に産前・産後も含め

た継続的なサポートが必要ではないか。 

○ 産婦人科と他の診療科、産婦人科の中での高次施設と診療所、産婦人科

と行政や国民との間の情報共有の在り方について考えていくことが重要

ではないか。 

○ 妊産婦のメンタルケアや産後うつに対する精神科の医療機関が十分で

なく、妊産婦をみることのできる精神科医の確保が非常に大きな問題であ

る。 

○ 妊産婦の精神疾患を診療できる医療機関の一覧を作成し、分娩取扱施設

や妊産婦に周知してはどうか。 

○ 妊産婦のメンタルヘルスケアへの支援が継続できるような体制を維持

するため、妊産婦の支援に関わるスタッフが継続して業務に従事できるよ

うな取組も重要ではないか。 

 

③ 今後の取組 

○ 子育て世代包括支援センターにおける取組事例の蓄積がなされている

ところであり、課題等を把握しながら必要な情報提供や関係機関との調整、

支援プランの策定等を充実させる方向性で子育て世代包括支援センター

の業務ガイドラインを見直し、更なる質の向上及び設置の推進を図る必要

がある。 

○ 特定妊婦に限らず、健康上のリスクを抱えている妊産婦や、不安を抱え

ている妊産婦が里帰り出産や転居などで移動をする場合に、顔の見える関

係を作った切れ目のない支援につながるよう、支援体制の充実や、妊産婦

の許可が得られた場合には、自治体間での情報共有の仕組みを充実させる

必要がある。 

〇 平成 30 年度に精神疾患を合併した妊産婦（ハイリスク妊産婦）に対し

て、産婦人科、精神科及び自治体の多職種が連携して患者の外来診療を行

う場合の評価が新設されており、自治体の更なる積極的な参画を促す必要

がある。 

○ 各都道府県において、妊産婦の対応が可能な精神科医療機関を把握し、

自治体が設置する子育て世代包括支援センター等や分娩取扱施設を通じ

て、妊産婦に周知する必要がある。 

○ 医学的にリスクの高い妊娠であって、かつ社会的に支援が必要な妊産婦

について、包括的な産前・産後も含めた継続的な支援を充実させるため、

産婦人科、産婦人科以外の診療科等の医療機関と、子育て世代包括支援セ

ンターを含む自治体等との連携を推進する必要がある。 

 



14 

 

（２）母子健康手帳の活用について 

① 現状と課題 

○ 母子健康手帳は、市町村が妊娠の届出をした者に対して交付するもので

あり、妊娠、出産及び育児に関する一貫した健康記録であるとともに、乳

幼児の保護者に対する育児に関する指導書である。 

○ 母子健康手帳に記載された内容は、妊娠、出産及び育児に関する指導心

得の記事、健康記録欄、予防接種記録欄等であり、広く利用されている。 

○ 外国人の妊婦は一定数存在し、地域によっては外国人の妊婦への支援の

充実が必要となっている。20 

 

② 主な意見 

○ 母子健康手帳交付時に、母親の体調等についての記入を促すような声か

けをすることが良いのではないか。 

○ 母子健康手帳の電子化が進むとよいが、それには一定の時間がかかると

考えられるため、既にあるものを活用してはどうか。 

○ 産婦人科以外の診療科を受診する際にも、母子健康手帳を診察券と一緒

に提示してもらうよう、母子健康手帳交付時に関わる保健師、助産師、産

婦人科医等からの声かけがあるとよいのではないか。 

○ 母子健康手帳を持ち歩いていない妊産婦もいるため、常に持ち歩くよう

に、産婦人科医等からの声かけが必要ではないか。 

○ 母子健康手帳にかかりつけの医療機関を記載する欄や、診療科間の簡便

な情報共有ができるよう、産婦人科以外の医師が記載できる欄があれば良

いのではないか。 

○ 既存の母子健康手帳においても、妊婦が希望した場合、妊婦の体調を記

載するページや予備欄に、産婦人科以外の診療科を受診した際に診療に関

する情報を記載する、といった対応が可能ではないか。 

○ 今後外国人妊婦が増加し、言語コミュニケーションが十分に図れないこ

となどにより現場での対応が困難になることが予想されるため、そうした

課題への対応が必要ではないか。 

 

③ 今後の取組 

○ 母子健康手帳を多言語化し、それを活用した効果的な支援方法等につい

て調査研究を行うことで、日本において母子保健情報を活用し、安心して

出産・子育てが出来るよう推進する必要がある。 

○ 母子健康手帳に、かかりつけ医療機関を記載する、医療機関の受診状況

を本人同意の上でプライバシーに十分配慮しつつ医療機関が記載するこ

とについて問題ないことを周知・推進するなど、妊産婦に対する利便性を

                                                   
20 横浜市では、外国語に対応した母子健康手帳や子育てチャート等を活用している。 
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向上させる必要がある。 

○ 妊産婦の診療においては特別な配慮が必要なことから、妊産婦自身の健

康管理のため常に母子健康手帳を携帯し、薬局や歯科医院も含めた医療機

関等で母子健康手帳の提示を行う等、妊産婦自身が医療機関等において、

妊娠中や授乳中であることを示すように促す必要がある。また、そのこと

について、母子健康手帳交付時に関わる保健師、助産師、産婦人科医等か

ら妊婦に対し、妊婦本人の健康のために有用であることから声かけを行う

必要がある。 

 

 

５ 妊産婦の健診や診療の評価等の在り方について 

① 現状と課題 

○ 妊婦健診については、全ての市区町村で 14 回以上の公費負担制度を実

施しているが、健診の内容によっては、公費助成を超えるため、一部自己

負担が生じている状況もある。21 

○ 妊娠中は、妊婦健診に係る費用のほか、偶発合併症等に対する診療に係

る費用も生じる。22 

○ 茨城県などの４県においては、所得に応じて妊産婦の診療に係る費用の

一部を助成する制度を実施している（妊産婦への医療費助成制度）。 

○ 医療費控除の申告を行っていた妊産婦は約１／４に留まっている。 

 

② 主な意見 

（妊産婦に対する診療の評価について） 

○ 妊産婦の診療については、通常より慎重な対応や、胎児や乳児への配慮

が必要であり、妊婦加算の意義は理解できる。患者の納得が得られなかっ

たりしたことから、今回のように凍結に至ったことは残念である。 

○ 妊産婦の診療については、様々な配慮が必要であり、それらを評価する

ことも重要であるが、妊産婦にとって自己負担に見合う内容であり、患者

として納得するメリットであると実感できるかがポイントではないか。 

                                                   
21 妊婦健診に係る公費負担制度は以下の通り。（子ども家庭局母子保健課調べ） 

・ 公費負担回数は、全ての市区町村で 14 回以上実施 

・ 里帰り先での妊婦健診の公費負担は、全ての市区町村で実施 

・ 公費負担額は調査対象の全国平均で、102,097 円 

・ 妊婦に対する受診券の交付方法は、1,741 市区町村のうち、検査項目が示された受診券が交

付される受診券方式が 1,449 市区町村(83.2％)、補助額のみ記載の受診券が交付される補助

券方式が 292 市区町村（16.8％） 

・ 受診券方式の 1,449 市区町村のうち、国が定める検査項目について、全ての検査項目を実施

する市区町村は、1,088 市区町村（75.1％）、産婦人科診療ガイドライン（産科編 2014）にお

いて推奨レベルＡとされる検査項目を全て実施する市区町村は、1,449 市区町村（100.0％） 
22 妊産婦が保険診療を受けた場合、医療費の患者負担割合は、通常３割である。 
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（診療に係る費用について） 

○ 医療費は、公費、保険料、自己負担から構成されており、医療保険の自

己負担は、年齢と所得等を踏まえた基準が設けられている。妊産婦という

状態に注目した新たな基準が可能か、他の状態の方との公平性をどう考え

るかなどを含め慎重な検討が必要ではないか。 

○ 各自治体においては、妊娠から出産、その後の子育て支援という一連の

中で、総合的に判断して現在の制度を組み立てているので、妊産婦の診療

に係る自己負担への支援制度も含め、自治体がそれぞれ地域の実情を踏ま

えた上で支援ができるようにすべきではないか。 

○ 妊産婦の医療機関受診時の負担に配慮するという視点は重要であり、妊

産婦への医療費の助成制度をもつ自治体の状況も参考にしながら、妊産婦

の自己負担に対しどのような方策が考えられるか検討が必要ではないか。 

 

（費用負担の軽減につながる制度について） 

○ 費用負担の軽減につながるような医療費控除などの様々な制度につい

て、もっと情報提供することが必要ではないか。 

 

③ 今後の取組 

（妊婦健診、産婦健康診査について） 

○ 妊婦健診における公費補助額を超える自己負担が発生しないような工

夫又は妊婦に十分説明した上で、同意に基づく自己負担が可能となる取組

の検討や、産婦健康診査の拡充については、引き続き検討する必要がある。 

 

（妊産婦に対する診療の評価等の在り方について） 

○ 妊産婦の診療には、通常より慎重な対応や、胎児や乳児への配慮が必要

である。そのような妊産婦への診療に際しては、診療・薬の内容について、

文書を用いて説明を行ったり、産婦人科の主治医との情報共有や連携を適

切に行ったりすることが重要である。23 

○ 単に妊婦を診療したのみで加算されるといった、前回と同様の妊婦加算

がそのままの形で再開されることは適当でないと考えられる。一方、上記

のような点を踏まえれば、妊産婦の診療において、質の高い診療やこれま

で十分に行われてこなかった取組を評価・推進することは必要である。今

後、妊産婦への診療に対する評価に当たり必要と考えられる具体的な要件

や名称等については、中央社会保険医療協議会で議論されるよう期待する。 

○ また、妊産婦が健診以外で医療機関を受診する際の負担が、これから子

どもをほしいと思う人にとって、ディスインセンティブとならないように

                                                   
23 58%の妊婦について、産婦人科以外の診療科を受診した際に、産婦人科の主治医への情報提

供がなかった。 
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することが必要であり、他の受診者との均衡や政策効果といった点を勘案

し、引き続き検討すべきである。 

 

（負担の軽減につながる制度の周知について） 

○ 妊産婦の経済的な負担の軽減につながるような各種制度について、妊産

婦をはじめとして広く一般に更なる情報提供を行う必要がある。 

 

 

６ おわりに 

○ 平成 31 年２月からこれまで５回にわたって妊産婦に対する保健・医療体

制について検討を行ってきた。本検討会では妊産婦に対する相談・支援の在

り方や医療体制の在り方について多岐にわたる議論を行い、意見を取りまと

めた。 

 

○ 少子化社会が進展する昨今においては、個々の妊産婦に対し、より地域に

密着した妊産婦への保健・医療体制の構築に向けた取組が求められている。 

 

○ 地域における妊産婦に対する優しい社会を成熟させるためには、行政機関

だけでなく地域住民、医師会等の関係団体、医療機関、介護福祉機関などが

連携して実情に合った、きめ細やかな取組が必要となっている。地域全体で

妊産婦への理解を深め妊産婦が安心できる社会づくりを目指し、行政機関や

関係機関はその支援をしていかなければならない。 

 

○ 本検討会で課題等の整理を行った、妊産婦に対する相談・支援や、妊産婦

に対する医療体制については、引き続き取組を進めるとともに、中央社会保

険医療協議会においては、本検討会での取りまとめも踏まえ、妊産婦に対す

る診療の評価の在り方について、更なる検討を進めることを期待する。 

 

○ 国においては、今後とも、妊産婦に対する保健・医療体制を構築するため、

関係機関と協力・連携の上、社会全体で進めていけるよう引き続き取り組ん

でいくべきである。 

 



 
 

 

妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会 開催要綱 

 

 

１．背景 

 ○ これまで、妊産婦に対し、妊産婦が安心して子どもを産み育てられる社会

となるよう、妊婦健診に対する交付税措置や産婦健診の費用の助成を含め、

さまざまな支援策が講じられてきた。 

 ○ また、妊産婦に対する医療の提供についても、周産期医療体制の整備やハ

イリスク妊産婦に対する診療の充実などが図られてきた。 

 ○ 一方、妊産婦の診療については、通常よりも慎重な対応や胎児や乳児への

配慮が必要であることから、診療に積極的でない医療機関が存在するとの

指摘がある。このため、妊産婦自身の負担にも配慮しつつ、妊産婦が安心で

きる医療提供体制をさらに充実していくことが求められている。 

 ○ また、近年は、出産年齢が上昇傾向にあり、一般に、高齢出産の場合には、

特に健康管理に留意が必要とされるなど、妊産婦のニーズに応じた細やか

な支援が、より重要となっている。 

 ○ こうしたことから、妊産婦が安心できる医療提供体制の充実や健康管理

の推進を含めた妊産婦に対する保健・医療体制の在り方について、検討会を

開催することとする。 

 ○ なお、妊産婦に対する診療報酬上の評価の在り方については、本検討会の

とりまとめを踏まえ、中央社会保険医療協議会において、必要な検討を行う

ものとする。 

 

 

２．検討事項 

 （１）妊産婦の保健・医療に関する現状とニーズの把握について 

 （２）妊産婦が安心できる医療提供体制の充実について 

   ・ 妊産婦の診療において求められる医学的な配慮の在り方 

   ・ 妊産婦の診療に係る医師への研修等の在り方 

   ・ 地域における産婦人科とその他の診療科との連携の在り方 等 

 （３）妊産婦の健康管理の推進について 

   ・ 妊産婦の健康管理に関する相談・支援の在り方 等 

（４）妊産婦に対する保健医療体制に関連する事項について 

   ・ 妊産婦に係る医療機関と他の関係機関との連携の在り方 等 

 

関係資料(１) 



３．構成員 

  構成員については、別紙のとおりとし、うち１名を座長とする。 

座長は、必要に応じ、構成員以外の者の出席を求めることができる。 

 

 

４．運営 

(１) 検討会の議事は、別に会議において申し合わせた場合を除き、公開とする。 

(２) 検討会は、医政局長、子ども家庭局長及び保険局長が開催する。 

(３) 検討会の庶務は、医政局地域医療計画課及び子ども家庭局母子保健課の

協力を得て、保険局総務課において処理する。 

(４) この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な事項は、会議

において定める。



【別紙】 
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太
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（五十音順、敬称略） 



 

妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会 開催経過 

 

日 時 等 議  題 

 

第１回 

（平成 31年２月 15 日） 

 

・ 検討会の立ち上げについて 

・ 妊産婦の保健・医療に関する現状について（自由討議） 

・ 妊産婦に対する調査について 

・ 検討会の進め方について 

 

 

第２回 

（平成 31年３月 15 日） 

 

１．妊産婦に対する医療（構成員によるプレゼンテーション） 

（１） 妊産婦の診療の現状と課題 中井構成員 

（２） プライマリ・ケアにおける妊産婦診療と連携 井上構成員 

（３） 妊産婦における口腔健康管理の重要性 牧野構成員 

（４） 妊産婦に対する薬剤師の関わり方について 髙松構成員 

２．妊娠と薬情報センターの取組（参考人からのヒアリング） 

・ 妊娠と薬情報センター長 村島参考人 

 

 

第３回 

（平成 31年４月 17 日） 

 

１．妊産婦に対する保健（プレゼンテーション） 

（１）横浜市の母子保健の取組について 戸矢崎構成員 

（２）下関市における妊産婦への支援の現状と課題 秋本参考人 

（３）妊産婦のメンタルヘルスケアに関連した社会的ハイリスク妊産 

婦（特定妊婦）に対する産婦人科施設における多職種連携 

鈴木構成員 

（４）妊産婦の情報収集・産後サポート・お金事情について 

中西構成員 

（５）茨城県における妊産婦の医療・保健に関する取組み 

木庭参考人 

２．妊産婦の医療や健康管理等に関する調査について 

 

第４回 

（令和元年５月 16 日） 

 

・ これまでの議論の整理（案）について 

 

第５回 

（令和元年６月６日） 

 

・ これまでの議論の取りまとめ（案）について 

 

 

関係資料(２) 



妊産婦の医療や健康管理等に関する調査
＜結果概要＞

中医協 検－○－ １

２ ９ ． ○ ． ○

1

関係資料(３)

調査の概要

○ 本調査は、妊産婦に対する保健・医療体制に係る現状とニーズを把握し、妊産婦が安心できる医療提供体制の
充実や健康管理の推進を含めた、妊産婦に対する保健医療体制の在り方についての検討に資するデータを収集・
分析することを目的とした。

１ 調査の目的

（１）対象医療機関等
（対象医療機関）
調査対象医療機関は、分娩を取り扱う病院と有床診療所をそれぞれ250 施設、計500 施設。
（抽出方法）
「平成29 年度病床機能報告」を参照し年間分娩件数、医療機関の所在地域で層化抽出を実施。

（２）調査方法
（１）の対象医療機関に「調査実施案内」を郵送し、外来受診・入院した妊産婦に対して調査実施案内を配布。
妊産婦自身によるウェブ調査への回答を依頼。
調査対象者は、次の妊産婦を対象者とした。
○ 妊娠28 週0 日以降、妊婦健診のために外来受診した妊婦
○ 正期産後、産後8 日以内の入院中の褥婦（ただし、死産を除く）
○ 正期産後、産後2 週間・1 ヶ月等の健診のために外来受診した褥婦（ただし、死産を除く）

（３）調査期間
2019 年3 月20 日～3 月29 日（調査実施案内配布期間： 2019 年3 月20 日～3 月27 日）を調査期間とした。

２ 調査の対象及び調査方法

○ 1,916件の回答を収集。

３ 回収状況

2



0.7

6.5

27.2

36.0

23.8
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0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50%

19歳以下

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45歳以上

【Q2】あなたの年齢をお選びください。(N=1916)

結果の概要①

回答者の年齢別の割合は、30～34歳が36.0%と最も多かった。
また、回答者の80%が妊娠中であり、残りの20%が出産後であった。

妊娠中である, 
80.1%

出産後であ

る, 19.9%

【Q8】あなたの現在の状況をお答えください。(N=1916)

3

結果の概要②

約63%が「かかりつけ医はいない」と回答した。
約52%が妊娠中に妊婦健診以外の目的で診療を受けていた。

かかりつけの医

師がおり、今回

の妊娠中も、そ

の医療機関にか

かったことがあ

る, 20.9%

かかりつけの医

師がいるが、今

回の妊娠中は、

その医療機関に

かかったことは

ない, 14.2%
かかりつけの医

師はいない, 
63.1%

その他／わから

ない, 1.8%

【Q11】あなたは、普段、自分が体調不良となったとき
に、身近で何でも相談できるかかりつけの医師はいま

すか。(N=1916)
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52.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

妊婦健診以外で、産婦人科にかかった

妊婦健診以外で、産婦人科以外の診療

科にかかった

妊婦健診以外で、病院・診療所にか

かったことはない

【Q12】妊婦健診以外で、病院・診療所にかかったこと
はありますか。 (N=1916)

4



結果の概要③

妊娠中の産婦人科への受診回数（妊婦健診を除く）は平均約３回であった。
妊娠中の産婦人科以外の診療科への受診回数は平均約３回であった。

Q13
直近の妊娠中に妊婦健診以外で、産婦人科にかかった回数をお答えください。

回答人数 １人あたりの平均受診回数 標準偏差 最小値 最大値 中央値

Q13_1 妊婦健診以外で、産婦人科にかかっ
た総数

260 3.38 3.957 1 30 2

Q13_2 【妊娠初期】 164 2.35 2.433 1 20 2

Q13_3 【妊娠中期】 134 1.95 1.533 1 12 1

Q13_4 【妊娠後期】 85 1.91 1.777 1 9 1

Q15
直近の妊娠中に妊婦健診以外で、産婦人科以外の診療科にかかった回数をお答えください。

回答人数 １人あたりの平均受診回数 標準偏差 最小値 最大値 中央値

Q15_1 妊婦健診以外で、産婦人科以外の診
療科にかかった総数

736 3.32 3.318 1 38 2

Q15_2 【妊娠初期】 530 1.33 1.766 0 22 1

Q15_3 【妊娠中期】 597 1.82 1.728 0 12 1

Q15_4 【妊娠後期】 474 1.45 2.235 0 34 1
5

結果の概要④

妊娠中の産婦人科への受診理由は、妊娠に直接関わる症状（つわりなど）が最
も多く、妊娠中の産婦人科以外の診療科への受診理由は、感染症状（熱、せき、
たんなど）が最も多かった。

53.1

6.2

1.5

20.0

13.5

1.5

0.8

0.0

3.8

0.8

1.5

1.5

1.5

27.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

妊娠に直接関わる症状（つわり、むくみ、性器出血、お

腹の張りの増強、破水感など）

妊娠前からの持病（ぜんそく、花粉症、甲状腺の病気

など）

妊娠中に新たに診断された高血圧や糖尿病など

熱、せき、たん、鼻つまりなどの感染症状

腹痛、下痢、便秘などの胃腸症状

腰痛

尿が出にくい、排尿時の痛み、頻尿、尿失禁

手足のむくみ、しびれ

発疹、かゆみなどの皮膚の症状

目の充血、かゆみなどの目の症状（コンタクトレンズの

処方も含む）

だぼく、ねんざ、骨折、切り傷などのケガ

歯が痛い、歯ぐきのはれ、出血などの口の中の症状

眠れない、いらいらしやすい、不安などの精神症状

その他

【Q14】直近の妊娠中に妊婦健診以外で、産婦人
科にかかった理由をすべてお選びください。(N=260)

20.9

4.3

42.0

7.5

1.5

0.4

0.4

15.6

13.9

1.6

24.0

1.6

19.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

妊娠前からの持病（ぜんそく、花粉症、甲状腺の病気など）

妊娠中に新たに診断された高血圧や糖尿病など

熱、せき、たん、鼻つまりなどの感染症状

腹痛、下痢、便秘などの胃腸症状

腰痛

尿が出にくい、排尿時の痛み、頻尿、尿失禁

手足のむくみ、しびれ

発疹、かゆみなどの皮膚の症状

目の充血、かゆみなどの目の症状（コンタクトレンズの処方も

含む）

だぼく、ねんざ、骨折、切り傷などのケガ

歯が痛い、歯ぐきのはれ、出血などの口の中の症状

眠れない、いらいらしやすい、不安などの精神症状

その他

【Q16】直近の妊娠中に妊婦健診以外で、産婦人科以外の
診療科にかかった理由をすべてお選びください。(N=736)
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結果の概要⑤

産婦人科以外の受診先は、内科、歯科・歯科こうくう外科・耳鼻いんこう科の順
であった。
産婦人科以外の受診に当たり、約60%は妊娠前からのかかりつけを受診した。

50.5

1.8

3.0

20.1

16.7

22.6

34.1

1.1

2.2

2.7

8.2

0% 20% 40% 60% 80%

内科

外科

整形外科

皮膚科

眼科

耳鼻いんこう科

歯科・歯科こうくう外科

泌尿器科

救急科

精神科・心療内科

その他：産婦人科を除く

【Q17】直近の妊娠中に、産婦人科以外でかかった
診療科をすべてお選びください。 (N=736)

59.9

16.2

12.0

28.7

9.9

0% 20% 40% 60% 80%

妊娠前にかかったことがあった、かかり

つけだった

産婦人科に相談して勧められた

産婦人科の病院・診療所よりも距離が近

かった

産婦人科ではなく専門の診療科に受診し

たかった

その他

【Q18】直近の妊娠中に、前問で回答した産婦人科
以外の診療科を受診した理由として、あてはまるもの

をすべてお選びください。 (N=736)

7

結果の概要⑥

回答者のうち、約15%は、産婦人科以外の診療科にかかろうとしたとき、他の医
療機関への受診を勧められたことがあった。また、約１８%は、産婦人科以外の診
療科を受診した際に、産婦人科も受診するよう勧められたことがあった。

勧められた

ことがある, 
15.1%

勧められた

ことはない, 
84.9%

【Q19】直近の妊娠中に、産婦人科以外の診療
科にかかろうとしたときに、ほかの病院・診療所に

かかるように勧められたことがありましたか。
(N=736)

11.3

4.5

2.6

82.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

処方する薬が安全か確認するために、産婦人

科にもかかるよう勧められた

妊娠に直接関わる病気の可能性も考えて、産

婦人科にもかかるよう勧められた

上記以外の理由で、産婦人科にもかかるよう勧

められた

産婦人科にもかかるようには勧められなかった

【Q20】直近の妊娠中に、産婦人科以外の診療科にかかっ
たときに、産婦人科にもかかるよう勧められたことがありまし

たか。(N=736)

＜その他の理由（自由記載欄より抜粋）＞
・妊婦は診察できないと言われた
・一方的に診察を断られた
・歯科で口腔クリーニングをしても大丈夫かの確認をしてください、と言われた
・歯科検診のため
・インフルエンザで高熱がでたため
・妊娠中の甲状腺機能のフォローのための内分泌科受診 8



結果の概要⑦

産婦人科以外の診療科を受診した回答者のうち58%は、産婦人科以外の医師
から産婦人科の主治医に対する情報提供等はなかったと回答した。

9.8

3.5

10.1

2.9

58.0

15.8

産婦人科以外の診療科の医師が、文書で産婦人科の主治医に情報を伝えてくれた（紹

介状、診療情報提供書などを作成してくれた）

産婦人科以外の診療科の医師が、文書以外の手段で産婦人科の主治医に情報を伝え

てくれた（電話での連絡など）

産婦人科以外の診療科の医師から、自分で産婦人科の主治医に伝えるよう指示され、

主治医に伝える内容を口頭で説明された

産婦人科以外の診療科の医師から、自分で産婦人科の主治医に伝えるよう指示され、

主治医に伝える内容を母子手帳やメモなどに書いて説明された

産婦人科以外の医師からの情報提供や指示はなかった

その他／わからない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

【Q21】直近の妊娠中に、産婦人科以外の診療科の医師から産婦人科の主治医に対して、あなたの受診に
関する情報が伝えられましたか。(N=736)

9

結果の概要⑧

産婦人科以外の診療科を受診した回答者のうち、約88%は、「気配りが不十分と
感じた経験はない」と回答した。また、回答者全体のうち約81%が「説明文書を手
渡して説明を行うことが大切」と考えている。

気配りが不

十分と感じ

た経験があ

る, 10.3%

気配りが不十分と感じ

た経験はない, 87.9%

妊娠中である

ことを伝えて

いない, 1.8%

【Q22】産婦人科以外の診療科で診察を受けた
とき、妊娠中であることを医療機関に伝えたにも関

わらず、妊娠への気配りが不十分と感じた経験が

ありますか。(N=736)

41.0

80.7

48.4

30.6

18.7

18.5

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

診察中に母子手帳を確認すること

妊娠に配慮した診察・薬の内容につい

て、説明文書を手渡して説明をおこなう

こと

妊婦の診察に関して経験が十分にある

医師が診察にあたること

産婦人科の主治医と情報のやりとりをし

ていること

夜間・休日の問い合わせにも対応でき

ること

妊産婦の診察を行っている旨をホーム

ページや院内で示していること

その他／わからない

【Q23】妊婦さんが産婦人科以外の診療科で診察を
受けるとき、妊娠への気配りで特に大切と考えるもの

を3つまでお選びください。(N=1916)
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結果の概要⑨

出産後１年以内の産婦人科以外の受診先は、内科、歯科・歯科こうくう外科、耳
鼻いんこう科の順に多かった。受診理由としては、感染症状が最も多かった。

45.8

1.2

7.5

17.1

16.2

19.8

28.3

0.8

0.7

1.4

3.5

31.4

0% 20% 40% 60% 80%

内科

外科

整形外科

皮膚科

眼科

耳鼻いんこう科

歯科・歯科こうくう外科

泌尿器科

救急科

精神科・心療内科

その他：産婦人科を除く

出産後1年以内に産婦人科以外の診
療科にかかったことはない

【Q24】出産後１年以内に産婦人科以外の診療科
にかかりましたか。(N=1060)

16.6

1.9

63.7

11.7

5.0

1.2

1.1

18.6

22.6

2.8

32.0

1.9

15.5

0% 20% 40% 60% 80%

妊娠前からの持病（ぜんそく、花粉症、甲状腺の

病気など）

妊娠中に新たに診断された高血圧や糖尿病など

熱、せき、たん、鼻つまりなどの感染症状

腹痛、下痢、便秘などの胃腸症状

腰痛

尿が出にくい、排尿時の痛み、頻尿、尿失禁

手足のむくみ、しびれ

発疹、かゆみなどの皮膚の症状

目の充血、かゆみなどの目の症状（コンタクトレン

ズの処方も含む）

だぼく、ねんざ、骨折、切り傷などのケガ

歯が痛い、歯ぐきのはれ、出血などの口の中の

症状

眠れない、いらいらしやすい、不安などの精神症

状

その他

【Q25】出産後１年の間、産婦人科以外の診療科に
かかった理由として、あてはまるものを全てお選びくだ

さい。 (N=727)

11

結果の概要⑩

出産後１年以内の産婦人科以外の診療科の受診時に、「気配りが不十分と感じ
た経験はない」と回答した人は約85%であった。また、回答者全体のうち約76%が
「説明文書を手渡して説明を行うこと」が大切と考えている。

気配りが不

十分と感じ

た経験があ

る, 13.6%

気配りが不十分と感じた経験は

ない, 84.9%

妊娠中であ

ることを伝

えていない, 
1.5%

【Q27】出産後や授乳中であることを医療機関に伝
えたにも関わらず、出産後や授乳中であることへの

気配りが不十分と感じた経験がありますか。(N=727)

39.2

18.8

78.5

53.4

33.5

10.4

7.6

10.5

3.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

妊娠中の合併症の経過にも気を配った診察をおこな

うこと

診察中に母子手帳を確認すること

出産後や授乳中であることに気を配った診察・薬の

内容について、文書を手渡して説明をおこなうこと

授乳に気を配った診察ができること

授乳中の診察に関して経験が十分にある医師が診

察に当たること

夜間・休日の問い合わせにも対応できること

妊産婦の診察を行っている旨をホームページや院内

で示していること

ゆううつな気分に対して配慮できること

その他／わからない

【Q28】出産後1年以内に産婦人科以外の診療科にかか
るとき、出産後や授乳中であることへの気配りで特に大切

と考えるものを3つまでお選びください。(N=1916)
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結果の概要⑪

薬局において、「気配りが不十分と感じた経験はない」と答えた回答者は、全体
の約70%であった。また、薬局での対応について、「妊娠や授乳に気を配って薬の
説明をすることが大切」と考える妊婦は全体の約62%であった。

気配りが不

十分と感じた

経験がある, 
8.7%

気配りが不

十分と感じた

経験はない, 
70.0%

妊娠中や出

産後1年の間
は、薬局には

行っていな

い, 21.2%

【Q29】薬局での対応について、妊娠中や出産後で
あることへの気配りが不十分と感じた経験はあります

か。(N=1916)

妊娠中や授

乳中であると

確認すること, 
33.5%

妊娠や授乳

に気を配って

薬の説明を

すること, 
62.1%

母子手帳を

確認すること, 
2.1%

その他, 0.7%
特になし, 

1.7%

【Q30】あなたが、薬局での対応について、妊娠中や
出産後であることへの気配りで特に大切と考えるもの

を1つお選びください。(N=1916)

13

結果の概要⑫

妊娠前の健康管理で気をつけていたこととしては、「葉酸を積極的に摂るように
する」が最多であった。妊娠中の健康管理で困ったこと等としては、「飲んでよい
薬かどうか」が最多であった。

50.0

57.6

43.9

20.4

31.3

48.7

13.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

風しん（三日はしか）にかかったことがあ

るか確認したり、予防接種を受ける

葉酸を積極的に摂るようにする

子宮頸がん検診を受ける

性感染症の検査を受ける

虫歯や歯周病がないか確認する

その他の病気や血圧、生活習慣（飲酒

や喫煙など）に気をつける

特に気を付けていたことはない

【Q31】妊娠前の健康管理で、気を付けていたことを
すべてお選びください。(N=1916)

36.5

58.2

27.0

54.2

51.0

24.1

7.2

2.2

7.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

どのようなときに病院・診療所にかかれ

ばいいかについて

飲んでよい薬かどうか

サプリメントの使用について

食事・栄養について

インフルエンザの予防接種などの感染

症予防について

歯や口の中の健康管理について

里帰り中などにどこへ受診・相談したら

よいかについて

その他

特になし

【Q32】妊娠中の健康管理で困ったことや不安に
思ったことをすべてお選びください。(N=1916)

14
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結果の概要⑬

妊娠中の保健指導について、全体として約50%程度の回答者が「指導を受けて
満足している」と回答しており、その中で、「出産・産後の準備についての指導」が
最も多かった。

55.6

51.3

44.4

60.1

48.5

48.0

4.6

6.2

6.0

6.7

3.9

4.2

9.0

11.1

12.4

8.7

12.0

15.5

22.5

22.5

15.0

12.5

22.4

17.2

8.1

8.8

22.2

12.1

13.2

15.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

生活指導（日常生活の過ごし方）

栄養指導

授乳指導

出産・産後の準備についての指導

歯や口の中の健康に関する指導

予防接種や病気に関する指導

【Q34】妊娠中の保健指導について、それぞれの項目であなたにあてはまるものを1つお選びください。

指導を受けて、満足している 指導を受けたが、不満足だった

指導を受けたかったが、受けられなかった 必要ないと考え、指導は受けていない

その他
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結果の概要⑭
産後健診の平均受診回数は、出産後１～２週の期間で0.8回、３～５週で1.0回、
６週以降で0.5回であった。
出産後の健康管理で困ったこと等については、「授乳に関すること」が最も多
かった。

31.8
52.2

13.2
30.7

17.0
11.9

3.2
52.7

22.1
54.3

1.7
10.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

どのようなときに病院・診療所にかかればいいかについて

飲んでよい薬かどうか

サプリメントの使用について

食事・栄養について

インフルエンザの予防接種などの感染症予防について

歯や口の中の健康管理について

里帰り中などにどこへ受診・相談したらよいかについて

自身の身体のこと（身体の疲れ、身体の回復等）

自身の心（気持ち）のこと（孤独、眠れない、子をかわいいと思えないなど）

授乳のこと

その他

特になし

【Q37】あなたが、出産後の自分の健康管理で困ったことや不安に思ったこととして、あてはまるものすべて
お選びください。(N=1060)

Q36

産後健診の受診回数を、受診予定のものも含めて出産後の期間別にお答えください。

回答人数 １人あたりの平均受診回数 標準偏差 最小値 最大値 中央値

出産後1～2週 1059 0.76 1.049 0 14 1

出産後3～5週（1ヶ月健診は含む） 1039 1.00 0.565 0 10 1

出産後6週以降（1ヶ月健診は含まない） 899 0.46 1.168 0 18 0
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結果の概要⑮

出産後の健康管理に関する支援として、サービスを受けて気に入ったと答えた
サービスとしては、「産後健診」、「専門家による産婦訪問・新生児訪問」の順に多
かった。
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産後健診

専門家による産婦訪問・新生児訪問

産後ケア（デイケア・デイサービス）

産後ケア（ショートステイ）

自治体の相談窓口

自治体以外が実施する相談支援事業

【Q38】出産後のご自身の健康管理に関する支援として、それぞれのサービスについてあなたに当てはまるも
のを1つお選びください。

サービスを受けて、気に入った サービスを受けたが、気に入らなかった サービスは受けていないが、興味がある

サービスは受けておらず、興味もない その他
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